
 

○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

    （前文）基本的な目標     （前文）基本的な目標

　本県は、東アジア諸国（ここでは、主に日本、中国、朝鮮半島のほか、ロ
シア、モンゴルを含む地域をいう。以下同じ。）を中心とする地域の交流の
拠点として活力ある地域であるとともに、子育てしやすく、健康長寿を享受
することによって人々から選ばれる地域を創っていく必要があり、その実現
を担う人材の育成が課題となっている。

　本県は、東アジア諸国（ここでは、主に日本、中国、朝鮮半島のほか、ロ
シア、モンゴルを含む地域をいう。以下同じ。）を中心とする地域の交流の
拠点として活力ある地域であるとともに、子育てしやすく、健康長寿を享受
できる、人々から選ばれる地域を創っていく必要があり、その実現を担う人
材の育成が課題となっている。

　新潟県立大学は、この課題に応えるため、平成21年４月、「国際性の涵
養」「地域性の重視」「人間性の涵養」を基本理念として開学した。

　新潟県立大学は、この課題に応えるため、平成21年４月、「国際性の涵
養」「地域性の重視」「人間性の涵養」を基本理念として開学した。
　開学時には国際地域学部、人間生活学部の2学部体制であったが、平成
27年4月に大学院国際地域学研究科を、令和2年4月には国際経済学部を
開設した。

　　【国際性の涵養】 　　【国際性の涵養】

　東アジア諸国を中心とする地域の交流拠点として、世界各国との交流の
推進による地域の再生を図る新潟県においては、国際共通語である英語
や東アジアの言語を習得し、異文化理解を深め、国際性を育むことが求め
られている。新潟県立大学は、東アジア諸国をはじめ、広く世界各国の歴
史や文化等への理解を深めながら、社会的・文化的交流を促進し、グロー
バルな視点からの教育・研究を進める。

　東アジア諸国を中心とする地域の交流拠点として、世界各国との交流の
推進による地域の再生を図る新潟県においては、国際共通語である英語
や東アジアの言語を習得し、異文化や国際経済への理解を深め、国際性
を育むことが求められている。新潟県立大学は、東アジア諸国をはじめ、広
く世界各国の歴史や文化、経済等への理解を深めながら、社会的・文化的
交流を促進し、グローバルな視点からの教育・研究を進める。

　　【地域性の重視】 　　【地域性の重視】

　グローバル化する地域社会にあって、地域の強みを生かして産業を発展
させ、または地域の様々な課題を解決するためには、郷土の自然・文化を
理解し、「自文化」を見直すことが求められている。新潟県立大学は、地域
への深い愛情と理解を持って地域づくりや地域の共生を担う人材を育成
し、地域社会に開かれた大学を目指す。

　グローバル化する地域社会にあって、地域の強みを生かして産業を発展
させ、または地域の様々な課題を解決するためには、地域の自然・社会・
文化を理解し、見つめ直すことが求められている。新潟県立大学は、地域
への深い愛情と理解を持って地域づくりや地域の共生、地域経済の創生と
発展を担う人材を育成し、地域社会に開かれた大学を目指す。

　　【人間性の涵養】 　　【人間性の涵養】

　地域づくりの根幹は人づくりである。地域の人々を結びつけ、共に生きて
いく社会を創りだし、諸外国との交流を進めていくためにも、人間性豊かな
人材が求められている。新潟県立大学は、豊かな人間性を培うために、学
生一人ひとりに対してきめ細やかな教育を行い、学生同士が切磋琢磨し学
び合う環境をつくる。

　地域づくりの根幹は人づくりである。地域の人々を結びつけ、共に生きて
いく社会を創りだし、諸外国との交流を進めていくためにも、人間性豊かな
人材が求められている。新潟県立大学は、豊かな人間性を培うために、学
生一人ひとりに対してきめ細やかな教育を行い、学生同士が切磋琢磨し学
び合う環境をつくる。

　この３つの基本理念の下、グローバルな視点から地域づくりを担う中核的
な人材を育成し、新潟から世界に向けて情報発信するとともに、交流の輪
を広げ、教育研究の成果を地域に還元して、持続的な地域の発展と共生
社会の実現に貢献することを目指す。

　この３つの基本理念の下、グローバルな視点から地域づくりを担う中核的
な人材を育成し、新潟から世界に向けて情報発信するとともに、交流の輪
を広げ、教育研究の成果を地域に還元して、持続的な地域の発展と共生
社会の実現に貢献することを目指す。

　第１期目標期間においては、きめ細やかな教育により社会に有意な人材
を育成するとともに、教育研究の成果を地域に還元することに努めてきた。
引き続き、培ってきた大学の知的・人的財産を積極的かつ有効に活用し、
地域社会の一翼を担うとともに、大学全入時代にあっても常に学生から選
ばれる魅力ある大学となるよう次のとおり第２期中期目標を定める。

　　第１　中期目標の期間 　　第１　中期目標の期間

　 ２０１５年４月１日から２０２１年３月３１日 　 ２０２１年４月１日から２０２７年３月３１日まで

中期目標
第２期中期目標 第３期中期目標

　前２期目標期間においては、きめ細やかな教育により社会に有為な人材
を育成するとともに、教育研究の成果を地域に還元することに努めてきた。
また、国際経済学部の開設により、グローバル社会のなかで発展する地域
の経済に貢献する基盤を構築した。新型コロナウィルス感染症の感染拡大
の影響により教育研究活動等に一定の制約はあるものの、これらの大学
の知的・人的財産をさらに積極的かつ有効に活用し、ＩＣＴの活用等先進的
な教育方法を積極的に取り入れるなど、県民の教育ニーズに適切に対応
することで、県民からの期待と要請に応え、地域の発展により一層貢献す
る大学となるよう次のとおり第３期中期目標を定める。

【資料３】
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標 １　教育に関する目標を達成するための措置 １　教育に関する目標を達成するための措置

（１） 教育の成果に関する目標 （１） 教育の成果に関する目標

【学部学士課程】 【学部学士課程】

① グローバルな視野と語学力を備えた人材 ① グローバルな視野と語学力、専門知識に裏打ちされ
た実践的能力を備えた人材

　東アジアを中心とした諸外国と本県との経
済的・文化的交流の中核となり、国境を越え
る課題にグローバルな視野で対応できる人
材を育成する。

　東アジアを中心とした諸外国と本県との経
済的・文化的交流の中核となり、国境を越え
る課題にグローバルな視野と語学力、専門
知識に裏打ちされた実践的能力で対応でき
る人材を育成する。

② 地域の特性や課題への理解を備えた人材 ② 地域の特性や課題への理解を備えた人材

　地域の自然環境や伝統文化、生活文化等
の特性や課題に対応し、多様な人々が共に
助け合って、健康で充実した生活を送ること
ができる地域社会の創造に資する人材を育
成する。

　地域の自然環境や伝統文化・生活文化、
経済・産業等の特性や課題に対応し、多様
な人々が共に助け合って、健康で充実した
生活を送ることができる地域社会の創造に
資する人材を育成する。

③ 少子高齢化に対応する専門性を備えた人材 ③ 少子高齢化に対応する専門性を備えた人材

　安心して子どもを生み育てることができる
よう子どもたちの育ちを支援するとともに、
食生活の改善を通じて県民各層の健康増
進を担う人材を育成する。

　安心して子どもを生み育てることができる
よう子どもたちの育ちを支援するとともに、
食生活の改善を通じて県民各層の健康増
進を担う人材を育成する。

【大学院修士課程】 【大学院修士課程】

　グローバル化に対応し、国際社会の実情
と動向や東アジアを中心とする地域の国際
関係等についての高度な知識・政策分析能
力を持ち、あわせて英語によるコミュニケー
ション能力を備えた世界に通用する人材を
養成する。

　グローバル化に対応し、国際社会の実情
と動向や東アジアを中心とする地域の国際
関係等についての高度な知識・政策分析能
力を持ち、あわせて英語によるコミュニケー
ション能力を備えた世界に通用する人材を
養成する。

（２） 教育の内容に関する目標 （２） 教育の内容に関する目標 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置

① 入学者受入方針 ① 入学者受入方針 ① 入学者受入方針に関する具体的方策 ① 入学者受入方針に関する具体的方策

＜入試制度＞ ＜入試制度＞

 

1 　入学者選抜方法は、学内委員会等におい
て事後評価を継続的に行い、その改善を図
る。

入試委員会 1 入学者選抜がアドミッション・ポリシーに沿っ
た適切な方法で実施されているか検証し、
必要に応じて改善を図る。

入試委員会

 

2 　多様な能力や経歴を有する学生を受け入
れるため、一般選抜入試に加え、特別選抜
入試を実施する。

入試委員会 2  アドミッション・ポリシーに基づき、学力の３
要素（知識・技能、思考力・判断力・表現力、
主体性・協働性）を多面的・総合的評価し入
学者選抜を実施する。

入試委員会

第２期中期目標 第３期中期目標 第２期中期計画

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期目標

　各学科・研究科の入学者受入方針に沿っ
た入学者選抜を行うとともに継続的にその
検証を行い、必要に応じて入学定員や選抜
制度の見直しを行う。

　各学科・研究科の入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー）に沿った入学者選抜を
行うとともに継続的にその検証を行い、必要
に応じて入学定員や選抜制度の見直しを行
う。

中期計画
　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

　　＜第２　教育、１　教育、（２）教育内容＞ 2



○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標 １　教育に関する目標を達成するための措置 １　教育に関する目標を達成するための措置

第２期中期目標 第３期中期目標 第２期中期計画

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期目標 中期計画
　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

＜広報活動＞ ＜広報活動＞

 

3 　入学志願者確保のため、ホームページや
各種メディアを活用して大学の知名度向上
を図る

入試委員会 3 　入学志願者確保のため、本学の特色ある
教育内容を、志願者、保護者及び高等学校
等教員に効果的に発信する。

入試委員会

 

4 　オープンキャンパスや高校訪問等を実施
し、大学の知名度を向上させ、優秀な学生
の確保を図る。

入試委員会 4   オープンキャンパス、説明会、高大接続等
での取組等を通して本学の魅力や基本理
念、人材育成方針、アドミッション・ポリシー
を周知し、本学が求める入学者の確保を図
る。

入試委員会

（２） 教育の内容に関する目標 （２） 教育の内容に関する目標 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置

② 教育課程 ② 教育課程 ② 教育課程に関する具体的方策 ② 教育課程に関する具体的方策

【学部学士課程】 【学部学士課程】 ＜全学共通＞ ＜全学共通＞

 

　大学の基本理念や目標を踏まえ、語学運
用能力や課題解決能力、高度な専門知識・
技術が身につくよう学生の目的に応じた体
系的なカリキュラムを編成する。

　大学の基本理念や目標を踏まえ、語学運
用能力や課題解決能力、高度な専門知識・
技能が身につくよう教育課程編成・実施方
針（カリキュラム・ポリシー）に基づき教育課
程を編成する。

5 　課題を自ら発見し解決する能力を身につ
けるため、フィールドワーク等の授業を推進
する。

教務委員会 5 　課題を自ら発見し解決する能力を身につ
けるため、アクティブラーニング等の手法を
取り入れるなど課題解決型の授業に取り組
むとともに、学内での授業と関連付けて地
域・社会等の実践の場で学習に取り組む科
目を展開する。

教務委員会

 

6 　ＡＣＥ（Academic Communicative English）
科目を含む英語教育を充実し、英語活用能
力の向上を図る。

教務委員会 6 　ＡＣＥ（Academic Communicative English）
科目を含む英語教育を充実し、英語活用能
力の向上を図る。

外国語教育Ｃ

 

＜国際地域学部国際地域学科＞ ＜国際地域学部国際地域学科＞

 

7 　学部・学科の基本理念や教育目標を踏ま
え、学生が適切に進路選択できるよう、「社
会科学」「人文科学」「自然科学」の学際的
な枠組みに基づくコースを設定し、体系的な
カリキュラムを編成する。

学部・学科 7   学部における教育の目的を踏まえて「国
際関係」「比較文化」「露中韓」の３コースを
設定し、中学・高校教諭一種免許状（英語）
の取得にも対応して、卒業認定・学位授与
方針（ディプロマ・ポリシー）で求められる高
度な専門知識・技能を身につけた学生を育
成するため、教育課程編成・実施方針（カリ
キュラム・ポリシー）に基づき教育課程を編
成する。

学部・学科

　　＜第２　教育、１　教育、（２）教育内容＞ 3



○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標 １　教育に関する目標を達成するための措置 １　教育に関する目標を達成するための措置

第２期中期目標 第３期中期目標 第２期中期計画

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期目標 中期計画
　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

＜人間生活学部子ども学科＞ ＜人間生活学部子ども学科＞

 

8-1 　学部・学科の基本理念や教育目標を踏ま
え、学生が適切に進路選択できるよう、保育
者（幼稚園教諭、保育士）の養成を中心に、
社会福祉士の資格取得希望者にも対応し
たカリキュラムを編成する。

学部・学科 8   学部・学科における教育の目的を踏まえ
て幼稚園教諭一種免許状・保育士資格の
取得や社会福祉士国家試験受験資格の取
得に対応し、卒業認定・学位授与方針（ディ
プロマ・ポリシー）で求められる高度な専門
知識・技能を身につけた学生を育成するた
め、教育課程編成・実施方針（カリキュラム・
ポリシー）に基づき教育課程を編成する。

学部・学科

＜人間生活学部健康栄養学科＞ ＜人間生活学部健康栄養学科＞

 

8-2 　学部・学科の基本理念や教育目標を踏ま
え、学生が適切に進路選択できるよう、管理
栄養士の受験資格と栄養教諭の免許取得
に対応したカリキュラムを編成する。

学部・学科 9   学部・学科における教育の目的を踏まえ
て管理栄養士国家試験受験資格の取得を
必須とし、栄養教諭一種免許状の取得にも
対応して、卒業認定・学位授与方針（ディプ
ロマ・ポリシー）で求められる高度な専門知
識・技能を身につけた学生を育成するた
め、教育課程編成・実施方針（カリキュラム・
ポリシー）に基づき教育課程を編成する。

学部・学科

＜国際経済学部国際経済学科＞ ＜国際経済学部国際経済学科＞

 

9 　学部・学科の基本理念や教育目標を踏ま
え、学生が適切に進路選択できるよう、「国
際経済コース」「地域経済創生コース」の２
コースを設定し、体系的なカリキュラムを編
成する。

学部・学科 10   学部における教育の目的を踏まえて「国
際経済コース」「地域経済創生コース」の２
コースを設定し、卒業認定・学位授与方針
（ディプロマ・ポリシー）で求められる高度な
専門知識・技能を身につけた学生を育成す
るため、教育課程編成・実施方針（カリキュ
ラム・ポリシー）に基づき教育課程を編成す
る。

学部・学科

【大学院修士課程】 【大学院修士課程】

 

　大学院の基本理念や目標を踏まえ、学生
が実践的なコミュニケーション能力、論理的
かつ柔軟な思考力、情報リテラシー、高度
な専門知識を修得できるよう体系的なカリ
キュラムを編成する。

　大学院の基本理念や目標を踏まえ、学生
が実践的なコミュニケーション能力、論理的
かつ柔軟な思考力、情報リテラシー、高度
な専門知識を修得できるよう教育課程編
成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に基
づき教育課程を編成する。また、学部との
教育的連携を強化させる。

10  大学院の基本理念や教育目標を踏まえ、
学生が高度な専門知識を修得できるよう体
系的なカリキュラムを編成するとともに、大
学院を活性化させるための諸政策を検討
し、教育活動の充実に努める。

大学院  11  大学院の基本理念や教育課程編成・実施
方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、学
生が高度な専門知識を修得できるよう体系
的なカリキュラムを編成するとともに、学部
との教育的連携を強化させるなど、大学院
を活性化させるための諸政策を検討し、教
育活動の充実に努める。

大学院

（２） 教育の内容に関する目標 （２） 教育の内容に関する目標 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置 （１）教育の内容に関する目標を達成するための措置

③ 教育方法 ③ 教育方法 ③ 教育方法に関する具体的方策 ③ 教育方法に関する具体的方策

 

　専攻分野や授業科目の特性に応じ、地域
との連携を図るなど、有効な授業形態及び
学習方法を取り入れる。

　専攻分野や授業科目の特性に応じ、地域
社会や産業界との連携を図るなど、有効な
授業形態及び学習方法を取り入れる。

11 　フィールドワークや視聴覚メディアの活用
等、多様な形態で授業を実施する。

教務委員会 12 　 地域社会や産業界と連携した授業の実
施や、視聴覚メディアの活用の他、デジタル
デバイスやICTを活用した授業に取り組むな
ど、社会変化に対応できるような多様な形
態で授業を展開する。

教務委員会

 

　授業科目ごとの学習目標、成績評価基準
を明らかにするとともに、達成度に応じた公
正な評価を行う。

　授業科目ごとの学習目標、成績評価基準
を明らかにするとともに、卒業認定・学位授
与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき適正
に卒業認定を行う。

12 　ディプロマポリシーで定めた資質・能力を
身につけさせるため、授業内容、到達目標、
成績評価基準、授業計画等を明示したシラ
バスを充実させ、厳正な成績評価を行う。

教務委員会 13 　各科目ごとにディプロマ・ポリシーとの関連
を明示した上で、ディプロマ・ポリシーに定め
る「知・力」の修得に応じた授業内容、授業
目標を設定するとともに、厳正な成績評価
を行う。

教務委員会

＜大学院国際地域学研究科＞＜大学院国際地域学研究科＞

　　＜第２　教育、１　教育、（２）教育内容＞ 4



○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

（３） 教育の実施体制に関する目標 （３） 教育の実施体制に関する目標 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置

① 適切な教職員の配置等 ① 適切な教職員の配置等 ① 適切な教職員の配置等に関する具体的方策 ① 適切な教職員の配置等に関する具体的方策

　学生に質の高い教育を行い、教育目標を
確実に達成するため、適切に教職員を配置
し、その専門性を向上させる。

　学生に質の高い教育を行い、教育目標を
確実に達成するため、適切に教職員を配置
し、その専門性を向上させる。

13 　教職員の専門性を向上させるため、研修
会等の取組を推進する。

質保証・戦
略委員会

人事委員会

14 　教職員の専門性を向上させるため、研修
会等の取組を推進する。

総務課

（３） 教育の実施体制に関する目標 （３） 教育の実施体制に関する目標 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置

② 教育環境の整備 ② 教育環境の整備 ② 教育環境の整備に関する具体的方策 ② 教育環境の整備に関する具体的方策

　 　学生の学習効果を高めるために自習環
境、図書館機能等の教育環境の充実を図
る。

　学生の学習効果を高めるために自習環
境、図書館機能等の教育環境の充実を図
る。

14 　学生の実態、ニーズ及び意見を把握し、セ
ルフ・アクセス・センターなどの自習環境等
の充実を図る。

学生部委員会

教務委員会
図書委員会
総務財務課

15 　学生のニーズ及び意見を把握するととも
に、図書館の館内環境の充実やラーニン
グ・コモンズの整備など自習環境等の充実
を図る。

教務学生課

 

15 　電子ジャーナルをはじめとする電子出版
物や各種データベース等について、利用者
ニーズを踏まえながら充実を図る。

図書館委員会 16 　電子ジャーナル等の電子出版物の導入を
進めるとともに、本学の特性を踏まえた多様
かつ特徴的な蔵書・データベースの充実を
図る。

図書館委員会

（３） 教育の実施体制に関する目標 （３） 教育の実施体制に関する目標 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置

③ 教育活動の評価と改善 ③ 教育活動の評価と改善 ③ 教育活動の評価と改善に関する具体的方策 ③ 教育活動の評価と改善に関する具体的方策

　教育に対する自己点検・評価、外部評価
を実施するとともに、FD（Faculty
Development）活動などを通して、評価結果
を有効に活用し、教育活動の改善を図る。

　教育に対する自己点検・評価、外部評価
を実施するとともに、FD（Faculty
Development）活動などを通して、評価結果
を有効に活用し、教育活動の改善を図る。

16 　学生による授業評価アンケートを全学的
に行い、その結果を各教員にフィードバック
し、かつ学内に公表することで、教育内容や
教育方法の改善を図る。

FD委員会 17 　授業改善の為のアンケート（学生向け）を
全学的に行い、その結果を各教員にフィー
ドバックし、次年度以降の改善・変更につい
ての取り組みを促す。また、アンケート結果
を学内に公表することで、教育内容や教育
方法に資する取組を積極的に行う。

FD委員会

 

17 　指導方法の検討や開発を推進し、教員間
の情報の共有を図るため、教員相互の公開
授業やFD委員会主催の研修会等を実施す
る。

FD委員会 18 　新たな教育ニーズを踏まえた教育内容や
効果的な指導方法の検討や開発等を推進
し、教員間の情報の共有を図るため、教員
相互の公開授業やFD委員会主催の研修会
等を実施する。

FD委員会

（３） 教育の実施体制に関する目標 （３） 教育の実施体制に関する目標 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 （２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置

④ 教育の質の向上 ④ 教育の質の向上 ④ 教育の質の向上に関する具体的方策 ④ 教育の質の向上に関する具体的方策
 

　社会情勢に対応した質の高い教育を提供
するため、国の大学教育改革に関する支援
プログラムなどに取り組む。

　 国の大学教育改革に関する支援プログラ
ムへの取り組みなどを通して、社会情勢に
対応した質の高い教育の提供を行う。

18 　教育の質の向上を図るため、国の大学教
育改革支援プログラム等へ積極的に応募
する。

質保証・戦
略委員会

19 　国の大学教育改革に関する支援プログラ
ム等に応募するなど、社会情勢に対応した
質の高い教育を提供するための取組を行
う。

質保証委員会

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期計画中期目標

　第２期中期目標 第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

（４） 学生への支援に関する目標 （４） 学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

① 学習支援 ① 学習支援 ① 学習支援に関する具体的方策 ① 学習支援に関する具体的方策

　一人ひとりの学生に対して責任をもって学
習指導・支援するため個別相談指導体制を
充実する。

　一人ひとりの学生に対して責任をもって学
習指導・支援するため個別相談指導体制を
充実する。

19 　学生が大学教育に適応できるよう、入学
前後にオリエンテーションを実施し、早い段
階での学習への動機付けを高める。

教務委員会 20 　入学前後にオリエンテーションを実施し、
早期に学生の学修意欲を高める取組を充
実させる。

教務委員会

 

20 　学生が学習目標を設定できるよう、シラバ
スを示し、各授業科目の位置づけを履修モ
デル等により明確にする。

教務委員会  (No.24に統合) 　

 

21 　オフィスアワー制度を活用し、アドバイ
ザー教員等によるきめ細やかな学修指導を
充実する。

教務委員会 21 　オフィスアワー制度の活用など学生からの
相談への対応や学修指導等を着実に行う。

教務委員会

 

　社会人や留学生が学習を継続できる制度
や支援を充実する。

　社会人や留学生等多様な学生のニーズに
対応し、学習を継続できる制度や支援を充
実する。

22 　社会人や留学生の修学実態や満足度等
を調査し、必要な学修支援を行うとともに生
活・心理面でのケアにも配慮した取組を進
める。

教務委員会 22 　留学生等の修学実態・生活・心理面に配
慮した支援等の取組を行う。

教務委員会

 

23   大学院にて社会人学生の受け入れ体制を
整備し、社会人が働きながら学べる環境の
整備に努める。

大学院 23   社会人学生に対して授業を受ける時間や
場所の制約に配慮し、総合演習、研究指導
等の個別指導を中心に遠隔方式の採用を
視野に入れ、働きながら学べる環境の整備
に努め継続的に助言および指導する体制を
整える。

大学院

 

　学生が目的を持って、自主的に学習でき
る制度・環境を充実する。

　学生が目的を持って、自主的に学習でき
る制度・環境を充実する。

24 　学習時間の増加と質の向上を図るため、
学生の主体的な学習を支援する。

教務委員会 24 　学習時間の増加と質の向上を図るため、
学生の主体的な学習を促す取組を行う。

教務委員会

中期目標

　第２期中期目標 第３期中期目標

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期計画

第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

中期目標

　第２期中期目標 第３期中期目標

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期計画

第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

（４） 学生への支援に関する目標 （４） 学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

② 生活支援 ② 生活支援 ② 生活支援に関する具体的方策 ② 生活支援に関する具体的方策

　学生が学業に専念できるよう経済的支援
を行う。

　学生が学業に専念できるよう経済的支援
を行う。

25 　各種奨学金の情報提供を充実させるとと
もに、授業料減免等により経済的支援を継
続する。

教務学生課 25 　各種奨学金の情報提供を適切に行うとと
もに、授業料減免等により経済的支援を継
続する。

教務学生課

 

　学生の自主的な課外活動を奨励・支援す
る。

　学生の自主的な課外活動を奨励・支援す
る。

26 　学生生活の実態や、学生の要望の把握に
努め、サークル活動や自主企画等に対し的
確な支援を実施する。

学生部委員会 26 　学生の生活の実態や要望をモニタリング
するとともに、課外活動や自主企画等に対
し的確な支援を実施する。

学生部委員会

 

27 　ボランティア活動、競技会参加等の学生
の自主的な課外活動を奨励し、活動の活性
化に寄与した者を表彰するなどの支援体制
を充実する。

キャリアC  (削除)  　

 

　学生の心身の健康管理を行うとともに、健
康相談や情報提供等のきめ細やかな支援
を行う。

　学生の心身の健康管理を行うとともに、健
康相談や情報提供等のきめ細やかな支援
を行う。

28 　定期健康診断の受診を徹底するとともに、
健康相談や健康に関する情報提供等、学
生の心身の健康管理に関する支援を充実
する。

教務学生課 27 　定期健康診断の受診を徹底するとともに、
健康相談や健康に関する情報提供等、学
生の心身の健康管理に関する支援を充実
する。

教務学生課

（４） 学生への支援に関する目標 （４） 学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

③ 就職・進学等支援 ③ 就職・進学等支援 ③ 就職・進学等支援に関する具体的方策 ③ 就職・進学等支援に関する具体的方策

　就職や進学を希望する学生に対し、進路
の決定に向けた事前相談や県などと連携し
た企業情報提供等、学生の進路選択に資
するきめ細やかな支援を行うとともに、卒業
生とのネットワークを充実し、大学との相互
協力を推進する。

　就職や起業、進学を希望する学生に対
し、進路の決定に向けた事前相談や学生の
進路選択に資するきめ細やかな支援を行う
とともに、卒業生とのネットワークを充実し、
大学との相互協力を推進する。

29 　学生の就職意欲、職業観の醸成を図るた
め、低学年からキャリア教育、インターン
シップを導入し、免許・資格取得に関する助
言・支援体制を充実する。

キャリアC 28   学生の就労意欲、職業観の醸成を図るた
め、低学年からのキャリア教育、インターン
シップやボランティア活動等の奨励、免許・
資格取得に関する助言等、支援体制を充実
する。

キャリアC

 

30 　学生の就職や進学に関する事前相談や
情報提供を的確に行う。

キャリアC 29 　学生の就職・進学に関する相談や情報提
供、各種講座を的確に行う。

キャリアC

 

31 30　学生の就職活動を支援するため、卒業生
とのネットワークを構築するとともに、求人
情報の収集や学生への進路講演会等を実
施する。

キャリアC 　学生の就職活動を支援するため、卒業生
とのネットワークを活用するとともに、県内
企業等の求人情報の収集や学生への進路
講演会等を実施する。

県内産業界との連携など県内定着に向け
た就職支援の充実を図る。

キャリアC

　　＜第２　教育、１　教育、（４）学生支援＞ 7



○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

中期目標

　第２期中期目標 第３期中期目標

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期計画

第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

◎ ◎

・
卒業時の英語能力（世界的に認められた
標準的な能力評価テストを活用）

・
卒業時の英語能力（世界的に認められた
標準的な能力評価テストを活用）

・
国家資格の取得率（管理栄養士、社会福
祉士等）

・
国家資格の取得率（管理栄養士、社会福
祉士等）

・ 志願倍率 ・ 志願倍率

・ 授業内容満足度 ・ 授業内容満足度

・ 離学した学生の割合 ・ 離学した学生の割合

・ 教員の学生サポート満足度（学習、進学） ・ 教員の学生サポート満足度（学習、進学）

・
国の大学教育改革に関する支援プログラ
ム採択数

・
 国の大学教育改革に関する支援プログラ
 ム採択数

・ 就職希望者の就職率 ・ 就職希望者の就職率

　 　 ・ 新卒者の県内就職数

・ 卒業生の就職・進学満足度 ・ 卒業生の就職・進学満足度

・ 留学生の受入・派遣数 ・ 留学生の受入・派遣数

・
（参考指標：学生に占める外国人留学生
の割合）

・
（参考指標：学生に占める外国人留学生
の割合）

・ 大学院の定員充足率 ・ 大学院の定員充足率

　 　 　 　

教育成果などを具体的に評価する指標とし
ては、以下のものを採用する。

教育成果などを具体的に評価する指標とし
ては、以下のものを採用する。
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第１　 　第１　

２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標を達成するための措置 ２　研究に関する目標を達成するための措置

（１） 研究水準及び成果等に関する目標 （１） 研究水準及び成果等に関する目標 （１） （１）

　地域社会の課題解決に積極的に取り組
み、地域の知の拠点となることを目指す。

　地域社会の課題解決や産業界のニーズ
に対応した研究に積極的に取り組み、地域
の知の拠点となることを目指す。

32 　新潟県が抱える国際化と地域、少子高齢
化、子育て支援、健康づくり、生活環境、地
域の経済・産業などの課題を研究テーマと
して取り組み、研究成果を論文やシンポジ
ウム等で発表する。

全学 31   地域社会や産業界と連携して課題解決や
発展に寄与する研究に取り組み、研究成果
を地域社会や産業界に還元してその活動
等に貢献するとともに広く公表する。

全学

 
　社会や時代の要請に対応した最先端の研
究に取り組み、国際水準の研究成果を創出
する。

　社会や時代の要請に対応した最先端の研
究に取り組み、国際水準の研究成果を創出
する。

33 　国内外の大学や研究機関との共同研究
や研修等を通じて研究水準を向上させ、国
際的水準にあるプロジェクト研究に取り組
む。

全学 32   国内外の大学や研究機関と連携するなど
により研究水準を向上させ、国際的水準に
あるプロジェクトや研究等に取り組む。

全学

 
　新潟ならではの特色ある学術研究を推進
し、世界へ発信する。

　新潟ならではの特色ある学術研究を推進
し、世界へ発信する。

34 　大学の発信力を高めるため、新潟ならで
はの特色ある学術研究を推進する。

全学  33 　大学の発信力を高めるため、新潟ならで
はの特色あるプロジェクトや研究等を推進
する。

全学

 
　研究成果の客観的な評価システムを充実
し、研究水準や成果の検証を行う。

　研究成果の客観的な評価システムを充実
し、研究水準や成果の検証を行う。

35 　研究成果を公正・的確に評価するよう、適
切に教員評価システムを運用する。

質保証・戦
略委員会

34 　研究成果を公正・的確に評価するよう、評
価方法等の見直しを行い、研究活動の質の
向上を図る。

人事委
員会・質
保証委

員会

（２）
研究の実施体制の充実・強化に関する目
標

（２）
研究の実施体制の充実・強化に関する目
標

（２）
研究の実施体制の充実・強化に関する目
標を達成するための措置

（２）
研究の実施体制の充実・強化に関する目
標を達成するための措置

　研究分野や予算配分の重点化を図るな
ど、目指すべき研究成果が達成されるよう
研究実施体制を充実・強化する。

　研究分野や予算配分の重点化を図るな
ど、目指すべき研究成果が達成されるよう
研究実施体制を充実・強化する。

36 　研究実施体制の充実・強化を図るため、
予算配分の重点化等を推進する。

財務委員会 35 　研究実施体制の充実・強化を図るため、
予算配分の重点化等を推進する。

財務委員会

 
　研究成果を全学的に集積し、データベー
ス化して社会に還元するシステムを充実・
強化する。

　研究成果を全学的に集積し、データベー
ス化して社会に還元するシステムを充実・
強化する。

37 　資料・情報を収集し、データベース化する
などして教育・研究の充実を推進し、また、
その結果をインターネット等を通じ社会に提
供する。

図書館委員会 36 　本学における研究情報の収集を推進し、
研究成果をデータベース化するなどしてイン
ターネット等を通じ社会に提供する。

図書館委員会

◎ ◎

・ 受託・共同研究件数 ・ 受託・共同研究件数

・ 科学研究費補助金等の出願件数 ・ 科学研究費補助金等の出願件数・比率

・
論文数（査読の有無で区分及び英語論文
数）

・
論文数（査読の有無で区分及び英語論文
数）

・ 学会報告件数 ・ 学会報告件数

・ 著書・美術作品・音楽活動等の発表数 ・ 著書・美術作品・音楽活動等の発表数

・ 論文の引用件数等 ・ 論文の引用件数等

研究成果などを具体的に評価する指標とし
ては、以下のものを採用する。

研究成果などを具体的に評価する指標とし
ては、以下のものを採用する。

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

研究水準及び成果等に関する目標を達成するための措置 研究水準及び成果等に関する目標を達成するための措置

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期計画
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の室の向上に関する目標 　第１　 　第１　

３　地域貢献・国際化に関する目標 ３　地域貢献・国際化に関する目標 ３　地域貢献・国際化に関する目標を達成するための措置 ３　地域貢献・国際化に関する目標を達成するための措置

（１）
教育研究などにおける地域や社会との連
携・協力に関する目標

（１）
教育研究などにおける地域や社会との連
携・協力に関する目標

（１） （１）

　地域の課題に即した研究や共同事業等に
取り組み、その成果を積極的に地域社会へ
還元する。

　地域の課題に即した研究や共同事業等に
取り組み、その成果を積極的に地域社会へ
還元する。

38 　国や地方公共団体の要請に応じて審議
会・委員会等へ教員を参画させ、政策提言
を行う。

質保証・戦
略委員会

37 　国や地方公共団体の要請に応じて審議
会・委員会等へ教員を参画させ、政策提言
を行う。

学部・学科
総務課

 
　地域に開かれた大学として、大学が有す
る知的・物的財産を地域に積極的に開放す
るとともに、学生の地域活動への参加を促
進するなど学生が地域とつながり、理解を
深めるよう努める。

　地域に開かれた大学として、大学が有す
る知的・物的財産を地域に積極的に開放す
るとともに、学生の地域活動への参加を促
進するなど学生が地域とつながり、理解を
深めるよう努める。

39 　高校生の学習意欲の喚起や進路選択に
資するため、高大連携講座をはじめとする、
県内の高等学校等との連携事業を実施す
る。

入試委員会  (No.40に統合)  

 
40   地域の課題解決及び学生の視野拡大を

図るため、教員と学生がそれぞれの専門分
野等を活かして、地域貢献活動に参画す
る。

学部・学科
地域連携C

38   教員と学生がそれぞれの専門分野を活か
して地域貢献活動に参画し、学生の学びを
深めながら、地域の課題解決に取り組む。

地域連携C

 
　県民の生涯学習ニーズに対応した、多様
な学習機会を提供する。

　社会人等のニーズに対応した柔軟な学習
期間・方法が選択できるととともに、体系的・
継続的で専門的な生涯学習プログラムを提
供して、県民の学び直しの機会を充実させ
る。

41 県民の生涯学習の場として、公開講座等の
多様な学習機会を提供する。

地域連
携C

教務委
員会

39 　社会人等のニーズに対応できるよう、公開
講座や科目履修、体系的・継続的で専門的
な生涯学習プログラム等の多様な学習機会
を提供する。

地域連携C

　次代を担う世代の育成及び優れた学生の
確保を図るため、初等中等教育機関との連
携を推進する。

   40   次代を担う世代の育成及び優れた学生の
確保を図るため、本学の教育・研究を活か
し、県内教育機関との連携事業を実施す
る。

入試委員会

（２） 産学官連携の推進に関する目標 （２） 産学官連携の推進に関する目標 （２） （２）

42 　地方自治体や企業等の研究者同士の交
流を図って、社会的ニーズの把握に努め、
研究情報の交換や共同研究を促進する。

地域連携C 41   産業界、他大学、行政等との連携を大学
全体として強化し、一層の地域貢献に取り
組む。

地域連携C

43 42 地域連携C

　 　 　

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

地域連携C    本学の教育研究情報を積極的に発信し、
産業界等の研究者との交流機会を創出し、
共同研究に繋げる。

 

　産学官連携を大学が果たす社会的使命
の一つとして捉え、積極的に取り組むととも
に、「新潟県におけるシンクタンク」としての
役割を果たす。
　また、地域の企業がグローバル化などの
課題に対応することを支援する。

　産学官連携を大学が果たす社会的使命
の一つとして捉え、積極的に取り組むととも
に、「新潟県におけるシンクタンク」としての
役割を果たす。
　また、産業界、他大学、行政等との連携を
推進し、地域が抱える諸課題の解決や地域
の発展につながる活動に取り組む。 　地域連携センターを中心に、産学官連携

や地域連携を大学全体として推進し、情報
発信する。

教育研究などにおける地域や社会との連携・協力に
関する目標を達成するための措置

教育研究などにおける地域や社会との連携・協力に関
する目標を達成するための措置

産学官連携の推進に関する目標を達成するための措置 産学官連携の推進に関する目標を達成するための措置

中期計画

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第２　教育研究上の質の向上に関する目標 　第２　教育研究上の室の向上に関する目標 　第１　 　第１　

３　地域貢献・国際化に関する目標 ３　地域貢献・国際化に関する目標 ３　地域貢献・国際化に関する目標を達成するための措置 ３　地域貢献・国際化に関する目標を達成するための措置

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

 

中期計画

教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

（３） 国際化の推進に関する目標 （３） 国際化の推進に関する目標 （３） （３）

・海外の大学・研究機関との相互交流等、
大学の国際化を積極的に推進する。

・海外の大学・研究機関との相互交流等、
大学の国際化をオンラインの活用など様々
な方法を用いながら積極的に推進する。

44 　海外語学研修や外国人留学生の受入な
ど、海外の大学等との交流を、積極的に推
進する。

国際交流C 43 　海外研修や留学生の派遣・受入など、海
外の大学等との交流を引き続き積極的に推
進する。また、新型コロナウイルスの影響を
受けた経験を踏まえ、新たな国際交流の形
も検討・試行する。

国際交流C

 
・地域団体等と連携しながら、県民の多文
化理解や県内在住の外国人との交流など
地域の国際化に協力する。

・地域団体等と連携しながら、県民の多文
化理解や県内在住の外国人との交流など
地域の国際化に協力する。

45 　県民の多文化理解や国際交流について、
積極的に地域団体等と連携し、地域の国際
化に努める。

国際交流C
地域連携Ｃ

44 　県民の多文化理解や国際交流に資する
活動について、地域団体等の取り組みに積
極的に協力し、地域の国際化推進に貢献す
る。

国際交流C

◎ ◎

・ 卒業生を採用した企業の満足度 ・ 卒業生を採用した企業の満足度

・ 新卒者の県内就職数 ・ 新卒者の県内就職数（再掲）

・ 公開講座などの聴講者数・教員参画数 ・ 公開講座などの聴講者数・教員参画数

・ 受託・共同研究件数（再掲） ・ 受託・共同研究件数（再掲）

・ 国・地方自治体の審議会等の委員委嘱数 ・ 国・地方自治体の審議会等の委員委嘱数

・
大学・教員がマスメディアに取り上げら
れた件数

・
大学・教員がマスメディアに取り上げら
れた件数

・
卒業時の英語能力（世界的に認められた標
準的な能力評価テストを活用）（再掲）

・
卒業時の英語能力（世界的に認められた標
準的な能力評価テストを活用）（再掲）

・ 留学生の受入・派遣数（再掲） ・ 留学生の受入・派遣数（再掲）

（参考指標：学生に占める外国人留学生
の割合）

（参考指標：学生に占める外国人留学生
の割合）

地域貢献・国際化の成果を具体的に評価す
る指標としては、以下のものを採用する。

地域貢献・国際化の成果を具体的に評価す
る指標としては、以下のものを採用する。

国際化の推進に関する目標を達成するための措置 国際化の推進に関する目標を達成するための措置
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標 　第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標 　第２ 　第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標

１　運営体制の改善に関する目標 １　運営体制の改善に関する目標 １ １  

　戦略的かつ機動的な大学運営を行うた
め、理事長がその指導力、統率力を発揮
し、意思決定を迅速に行うことができるよう
運営する。

　戦略的かつ機動的な大学運営を行うた
め、理事長がその指導力、統率力を発揮
し、意思決定を迅速に行うことができるよう
運営する。

46 　理事長が指導力、統率力を発揮し、戦略
的かつ機動的な法人運営を行うことができ
るよう、必要に応じて適宜体制の見直し等を
行う。

総務財務課 45 　理事長のリーダーシップの下、社会情勢
の変化等に対応しつつ、戦略的かつ機動的
な法人運営を行うことができるよう、必要に
応じて適宜体制の見直し等を行う。

総務課

 
　限られた人員や予算等の学内資源を効率
的かつ柔軟に配分する。

　限られた人員や予算等の学内資源を効率
的かつ柔軟に配分する。

47 　全学的視点に立ち、学内資源を効率的か
つ柔軟に配分する。

財務委員会 46 　全学的視点に立ち、学内資源を効率的か
つ柔軟に配分する。

財務委員会

 

　外部の意見を積極的に取り入れ、適切に
反映させる。

　外部の意見を積極的に取り入れ、適切に
反映させる。

48 　自己点検・評価や法人評価委員会及び認
証評価機関による外部評価の結果等を、大
学運営に適切に反映する。

自己点
検・評価
委員会

47 　自己点検・評価や法人評価委員会及び認
証評価機関による外部評価の結果等を内
部質保証に活用し、大学運営に適切に反映
する。

質保証委員
会

 
　法人が自ら行う点検及び評価結果や監事
による監査結果を業務運営に反映させる。

　法人が自ら行う点検及び評価結果や監事
による監査結果を業務運営に反映させる。

49 　法人の監事等による業務運営、予算執行
状況の監査結果を速やかに反映し、学内資
源の効率的な運用を図る。

総務財務課 48 　法人の監事等による業務運営、予算執行
状況の監査結果を速やかに反映し、学内資
源の効率的な運用を図る。

財務課

２ 人事の適正化に関する目標 ２ 人事の適正化に関する目標 ２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 ２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置

 
　非公務員型のメリットを生かし、教職員の
能力が最大限に発揮されるよう、柔軟かつ
弾力的に人事制度を運用する。

　非公務員型のメリットを生かし、教職員の
能力が最大限に発揮されるよう、働き方改
革を踏まえながら、柔軟かつ弾力的に人事
制度を運用する。

50 　勤務形態等の人事制度を、柔軟かつ弾力
的に運用する。

人事委員会 49 　教職員が職務を効率的かつ効果的に遂
行できるようにするため、働き方改革を踏ま
えながら、勤務形態等の人事制度を、柔軟
かつ弾力的に運用する。

人事委員会

 
　教職員の意欲向上や教育研究の質的向
上を図るため、教職員の人事評価システム
を適切に運用し、評価結果に基づいた適正
な処遇を行う。

　教職員の意欲向上や教育研究の質的向
上を図るため、教職員の人事評価システム
を適切に運用し、評価結果に基づいた適正
な処遇を行う。

51 　教職員の業績評価制度を本格実施し、評
価結果に基づいた適正な処遇を行う。

人事委員会 50 　教職員の評価制度を適切に運用し、評価
結果に基づいた適正な処遇を行う。

人事委員会

 
　公募制などにより、幅広く、優秀な人材の
確保に努め、適切な人的配置を行う。

　公募制などにより、幅広く、優秀な人材の
確保に努め、適切な人的配置を行う。

52 　教職員の採用は原則公募制とし、幅広く
優秀な人材の確保に努めるとともに、適切
に配置する。

人事委員会 51 　教職員の採用は原則公募制とし、幅広く
優秀な人材の確保に努めるとともに、適切
に配置する。

人事委員会

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

中期計画
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標 　第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標 　第２ 　第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

中期計画

３ 事務の効率化・合理化に関する目標 ３ 事務の効率化・合理化に関する目標 ３ ３

　外部委託の有効活用や人的配置を常に
見直し、効率的かつ合理的な事務組織を編
成する。

　外部委託の有効活用や人的配置を常に
見直し、効率的かつ合理的な事務組織を編
成する。

53 　業務内容の変化や業務量の変動に柔軟
に対応するため、適宜事務組織の見直しを
行う。

総務財務課 52 　業務内容の変化や業務量の変動に柔軟
に対応するため、適宜事務組織の見直し
や、必要に応じて外部委託の利用拡充を行
う。

総務課

 
54 　事務の効率化を図るため、適宜事務処理

方法の点検を行い、また、必要に応じて外
部委託の見直しや拡充を行う。

総務財務課  (No.52,No.53に包含)  

 
　全学的な視点から教育研究組織との連携
のもとに、事務処理の簡素化及び経費節減
のため、事務の集中化・電算化・情報化を
図る。

　全学的な視点から教育研究組織との連携
のもとに、事務処理の簡素化及び経費節減
のため、事務の集中化・電算化・情報化を
図る。

55 　事務の簡素化・平準化・迅速化の観点か
ら、財務会計・人事給与・教務学生業務シス
テムの見直しを計画的に行う。

総務財務課 53   事務の効率化と経費削減のため、教育研
究組織と連携しながら事務のデジタル化を
図るなど、事務処理の簡素化・平準化・迅速
化を推進する。

総務課  

◎ ◎

・
事務局の学生サポート満足度（学生生
活、就職）

・
事務局の学生サポート満足度（学生生
活、就職）

事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

業務運営の改善及び効率化の成果を具体的
に評価する指標としては、以下のものを採
用する。

業務運営の改善及び効率化の成果を具体的
に評価する指標としては、以下のものを採
用する。

事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

　　＜第３　業務、１～３＞ 13



○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第４　財務内容の改善に関する目標 　第４　財務内容の改善に関する目標 　第３ 　第３

１ 外部研究資金その他自己収入の増加に関す
る目標を達成するための措置

１ 外部研究資金その他自己収入の増加に関す
る目標を達成するための措置

　科学研究費補助金、受託研究、寄附金
等、外部資金の獲得に努め、経常収益に占
める外部研究資金比率を高める。

　科学研究費補助金、受託研究、寄附金
等、外部資金の獲得に努め、経常収益に占
める外部研究資金比率を高める。

56 　科学研究費等の助成に関する情報収集・
申請・受入などの研究支援体制を強化する
とともに、応募件数、採択率の向上を図り、
外部研究資金の獲得増加を図る。

総務財務課 54 　科学研究費等の助成に関する情報収集・
申請・受入などの研究支援体制を強化する
とともに、応募件数、採択率の向上を図り、
外部研究資金の獲得増加を図る。

財務課

 

57 　研究成果を広く公開し、受託・共同研究、
寄附金等の増加を図る。

総務財務課 55 　研究成果を広く公開し、受託・共同研究、
寄附金等の増加を図る。

財務課

 
　授業料等学生納付金の適切な料金設定
を行うとともに、大学の施設や知的財産を
活用した新たな財源を検討し、自己収入の
増加を図る。

　授業料等学生納付金の適切な料金設定
を行うとともに、大学の施設や知的財産を
活用した新たな財源を検討し、自己収入の
増加を図る。

58 　授業料など学生納付金は適正な水準とな
るよう適宜見直すとともに、有料講座や大
学施設の貸出し等の多様な事業に取り組
む。

総務財務課 56 　授業料など学生納付金は適正な水準とな
るよう適宜見直すとともに、有料講座や大
学施設の貸出し等の多様な事業に取り組
む。

財務課

２ 経費の節減に関する目標 ２ 経費の節減に関する目標 ２ ２

　教育研究の水準の維持、向上に配慮しつ
つ、教職員定数の適正化や業務内容の見
直し、契約方法の改善等の徹底した合理
化・効率化により、人件費を含む経常的経
費を節減する。

　教育研究の水準の維持、向上に配慮しつ
つ、教職員定数の適正化や業務内容の見
直し、契約方法の改善等の徹底した合理
化・効率化により、人件費を含む経常的経
費を節減する。

59 　教育研究水準の維持・向上に配慮しつ
つ、計画的な人員配置、業務委託の推進に
より人件費の節減を図る。

総務財務課 57 　教育研究水準の維持・向上に配慮しつ
つ、計画的な人員配置、業務委託の推進に
より人件費の節減を図る。

総務課

 

60 　教職員のコスト意識を高め、業務改善や
経費節減を促進する。

総務財務課 58 　教職員のコスト意識を高め、業務改善や
経費節減を促進する。

財務課

 

61 　管理的経費については、契約期間の複数
年化や入札時における競争性の確保、共
同購入の仕組みを整備し、経費を節減する
とともに、省エネ・省資源に努める。

総務財務課 59 　管理的経費については、契約期間の複数
年化や入札時における競争性の確保、共
同購入の仕組みを整備し、経費を節減する
とともに、省エネ・省資源に努める。

財務課

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ ３

　適正な資産管理を行うとともに、金融資産
については経営的視点から効果的かつ安
全確実な運用を図る。

　適正な資産管理を行うとともに、金融資産
については経営的視点から効果的かつ安
全確実な運用を図る。

62 　資金管理規程に基づき、安全確実な資金
運用・管理を行う。

総務財務課 60 　固定資産管理規程に基づき、固定資産の
取得、維持保全、運用、処分等に関する適
正な管理を行うとともに、資金管理規程に
基づき、安全確実な資金運用・管理を行う。

財務課

 
　教育研究の水準の向上のため、施設整備
の有効かつ効果的な活用を図るとともに、
教育研究に支障のない範囲で、大学施設
の地域開放を行う。

　教育研究の水準の向上のため、施設整備
の有効かつ効果的な活用を図るとともに、
教育研究に支障のない範囲で、大学施設
の地域開放を行う。

63 　学会や講演会等の会場として、大学施設
を活用する。

総務財務課 61 　学会や講演会等の会場として、大学施設
を活用する。

総務課

◎ ◎

・ 志願倍率（再掲） ・ 志願倍率（再掲）

・ 科学研究費補助金等の獲得件数 ・ 科学研究費補助金等の獲得金額

・ 外部研究資金比率（経常収益対応） ・ 外部研究資金比率

・ 自己収入比率（経常収益対応） ・ 自己収入比率

・ 教育研究費比率（経常収益対応） ・ 教育研究費比率

経費の節減に関する目標を達成するための措置 経費の節減に関する目標を達成するための措置

資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

財務内容の改善の成果を具体的に評価する
指標としては、以下のものを採用する。

財務内容の改善の成果を具体的に評価する
指標としては、以下のものを採用する。

中期目標
　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

１　外部研究資金その他自己収入の増加に関する目標 １　外部研究資金その他自己収入の増加に関する目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画

財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

中期計画
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

１ １ １ １

 
　自己点検・評価、外部評価を定期的に実
施し、その評価結果を教育研究及び業務運
営の改善に活用する。

　自己点検・評価、外部評価を定期的に実
施し、その評価結果を教育研究及び業務運
営の改善に活用する。

64 　自己点検・評価や法人評価委員会及び認
証評価機関による外部評価の結果等を踏
まえ、教育研究活動や業務内容の改善を行
うとともに、評価結果を積極的に公表する。

自己点検・
評価委員会

62 　自己点検・評価や法人評価委員会及び認
証評価機関による外部評価の結果等を踏
まえ、教育研究活動や業務内容の改善等
内部質保証を行うとともに、評価結果を積極
的に公表する。

質保証委員
会

自己点検・
評価委員会

２ 情報提供に関する目標 ２ 情報提供に関する目標 ２ 情報提供に関する目標を達成するための措置 ２ 情報提供に関する目標を達成するための措置

 
　公立大学としての説明責任を果たし、大学
の教育研究活動などについて県民の理解
を得るため、大学に関する情報を積極的に
公表する。

　公立大学としての説明責任を果たし、大学
の教育研究活動などについて県民の理解
を得るため、多様な広告媒体を活用し、大
学に関する情報を積極的に公表する。

65 　ホームページ、冊子等を通じて、以下の情
報を広く公開する。

質保証・戦
略委員会

広報委員会

63    教職員の広報意識を高め、全学を挙げて
戦略的な広報活動を推進するとともに、教
育研究活動や大学運営状況等に係る情報
を整理・蓄積し、適正に情報公開を行う。

広報委員会

  　中期目標、中期計画、年度計画、財務諸
表、自己点検・評価結果、外部評価結果、
教育関連情報、研究成果、学術講演、公開
講座等

自己点検・評価、外部評価の実施及び評価結果の活
用に関する目標を達成するための措置

自己点検・評価、外部評価の実施及び評価結果の活用
に関する目標を達成するための措置

中期目標

自己点検・評価、外部評価の実施及び評価
結果の活用に関する目標

自己点検・評価、外部評価の実施及び評価
結果の活用に関する目標

　第５　自己点検・評価、外部評価の実施及び
      評価結果の活用に関する目標

　第５　自己点検・評価、外部評価の実施及び
      評価結果の活用に関する目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

　第４　自己点検・評価、外部評価の実施及び評価結果の活
用に関する目標を達成するための措置

　第４　自己点検・評価、外部評価の実施及び評価結果の活
用に関する目標を達成するための措置

中期計画
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第６　その他業務運営に関する重要事項 　第６　その他業務運営に関する重要事項 　第５ 　第５

１ コンプライアンスの推進に関する目標 １ コンプライアンスの推進に関する目標 １ １

 
　学生や教職員一人ひとりが、社会の一員
であることを自覚して、社会規範及び法令
等を遵守し、県民の信頼を確保する。

　学生や教職員一人ひとりが、社会の一員
であることを自覚して、社会規範及び法令
等を遵守し、県民の信頼を確保する。

66 　学生や教職員に対して、研修会等によりコ
ンプライアンスについての啓発を行う。

倫理委員会 64 　研修会やWeb教材の紹介などを通し、学
生や教職員に対してコンプライアンスに関す
る研修機会の提供に取り組み、教職員には
一部研修については受講を必須にするな
ど、受講を強く働きかける。

総務課
財務課

２ 施設の効率的整備に関する目標 ２ 施設の効率的整備に関する目標 ２ ２

 
　良好な教育研究環境の維持・向上を図る
ため、中長期的な展望に基づく施設整備計
画を策定する。

　良好な教育研究環境の維持・向上を図る
ため、中長期的な展望に基づく施設整備計
画を策定し、計画に基づき確実に実行す
る。

67 　施設整備等の実情を調査・点検し、将来
必要となる維持管理費や施設更新費を見
積もり、中長期的な展望に基づく施設整備
計画を策定する。

総務財
務課

企画課

65 　施設の適切な維持管理に努めるとともに、
中長期的な施設整備計画を策定し、計画に
基づき整備を行う。

総務課
財務課

３ 安全管理に関する目標 ３ 安全管理に関する目標 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置

　学生と教職員の安全衛生管理に関する取
組を充実する。

　学生と教職員の安全衛生管理に関する取
組を充実する。

68 　学生に対して、防犯等に関する意識啓発
を適切に行う。

学生部委員会 66 　安全・安心な学生生活に関する情報提供
や意識啓発を適切に行う。

学生部委員会

 
69 　教職員への健康管理等を適切に行う。 衛生委員会 67 　教職員の健康の保持増進のための措置

を適切に行い、安全で衛生的な環境づくりを
行う。

衛生委員会

 
70 　消防訓練等危機管理に関する取組を充実

する。

総務財務課 68 　消防訓練、救急救命講習等危機管理に関
する取組を充実する。

総務課

４ 情報管理に関する目標 ４ 情報管理に関する目標 ４ 情報管理に関する目標を達成するための措置 ４ 情報管理に関する目標を達成するための措置

 
　個人情報の保護など、情報セキュリティ体
制を整備する。

　個人情報の管理を徹底するなど、情報セ
キュリティポリシーに基づき、組織的な情報
セキュリティ管理体制の運用を行う。

71 　個人情報の管理を適切に行い、情報セ
キュリティ体制の充実を図るとともに、情報
公開請求があった場合において的確に対応
する。

総務財務課 69 　情報セキュリティポリシー及びサイバーセ
キュリティ対策基本計画等 に基づき、組織
的な情報セキュリティ管理体制のもと、情報
管理を適切に行う。

総務課

５ 人権に関する目標 ５ 人権に関する目標 ５ 人権に関する目標を達成するための措置 ５ 人権に関する目標を達成するための措置

　教育研究・職場環境が損なわれることの
ないよう、ハラスメント（セクシュアル・ハラス
メント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハ
ラスメント等）を防止するための取組を全学
的に推進する。

　教育研究・職場環境が損なわれることの
ないよう、ハラスメント（セクシュアル・ハラス
メント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハ
ラスメント等）を防止するための取組を全学
的に推進する。

72 　各種ハラスメント等の人権侵害を防止する
ため、相談、啓発、問題解決に全学的に取
り組む組織を設置するとともに、学生や教職
員に対し、定期的に人権に関する啓発や研
修を実施する。

人権委員会 70 　各種ハラスメント等の人権侵害を防止する
ため、教職員や学生等に対して定期的に研
修会を実施するとともに、学内制度・相談体
制の周知活動を強化する。

人権委員会

 

施設の効率的整備に関する目標を達成するための措置 施設の効率的整備に関する目標を達成するための措置

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置 その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置

 

コンプライアンスの推進に関する目標を達成するための措置 コンプライアンスの推進に関する目標を達成するための措置
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　第６　その他業務運営に関する重要事項 　第６　その他業務運営に関する重要事項 　第５ 　第５

中期目標

　第２期中期目標 　第３期中期目標 第２期中期計画 　第３期中期計画（案）
※網掛け箇所は前回素案からの変更箇所

その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置 その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置

 

　また、学内の様々な場において、男女共
同参画を推進する。

　また、学内の様々な場において、男女共
同参画を推進する。

73 　男女共同参画の推進を図るとともに、学内
の慣行や活動・勤務状況等の実態を把握
し、男女均等な機会の提供と適切な処遇を
行う。

人権委員会 71 　男女共同参画の推進を図るため、学内に
おける多様な人材の勤務上の課題分析をも
とに、多様な人材の活躍に資する活動を展
開する。

人権委員会

６ 環境保全の推進に関する目標 ６ 環境保全の推進に関する目標 ６ 環境保全の推進に関する目標を達成するための措置 ６ 環境保全の推進に関する目標を達成するための措置

 
　環境に配慮した業務運営を行い、省エネ
ルギーやリサイクルを推進するとともに、廃
棄物の適切な処理と減量化に努める。

　環境に配慮した業務運営を行い、省エネ
ルギーやリサイクルを推進するとともに、廃
棄物の適切な処理と減量化に努める。

74 　グリーン購入や再生紙の利用等の省エネ
ルギーやリサイクルの推進に努めるととも
に、廃棄物の分別を徹底し、その減量化に
努める。

総務財務課 72   廃棄物の分別を徹底して、ゴミの減量化に
努めるなど.、環境に配慮した省エネルギー
やリサイクルの推進を行う。

総務課
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　

　

中期計画
第２期中期計画 第３期中期計画（案）

１　予算

4,411

4,444

4,374

70

108

8,963

8,855

1,959

6,546

350

108

8,963

【人件費の見積り】

中期目標期間中総額6,546百万円を支出する。（退職手当は除く）

注1

注2

　業務費

　　教育研究経費

(注)

収入

第６　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

平成27年度～平成32年度予算

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

　運営費交付金

　　授業料及び入学金検定料収入

　　雑収入

　受託研究等収入及び寄附金収入等

支出

　自己収入

計

    人件費

　　一般管理費

　受託研究等経費及び寄附金事業費等

計

　平成24、25年度の実績額を基礎とし、平成27年度の大学院開学及び入学
定員増に伴う増加分を踏まえ、予算額を試算している。
　金額については見込みであり、各事業年度の運営費交付金については、
予算編成過程において決定される。

　人件費の見積額については、教員配置計画に基づく教職員数を踏まえ試
算しており、特別昇給及びベースアップは含まない。

　退職手当については、公立大学法人新潟県立大学職員退職規程に基づき
支給することとするが、運営費交付金として措置される額については、各
事業年度の予算編成過程において算定される。

１　予算

3,979

5,970

5,891

79

71

10,020

9,949

2,030

7,346

573

71

10,020

【人件費の見積り】

中期目標期間中総額7,346百万円を支給する。（退職手当は除く）

注1

注2

収入

第６　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

令和３年度～令和８年度予算

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

    人件費

　運営費交付金

　自己収入

　　授業料及び入学金検定料収入

　　雑収入

　受託研究等収入及び寄附金収入等

計

支出

　業務費

　　教育研究経費

　人件費の見積額については、教員配置計画に基づく教職員数を踏まえ試
算しており、特別昇給及びベースアップは含まない。

　退職手当については、公立大学法人新潟県立大学職員退職規程に基づき
支給することとするが、運営費交付金として措置される額については、各
事業年度の予算編成過程において算定される。

　　一般管理費

　受託研究等経費及び寄附金事業費等

計

(注) 　平成30、令和元年度の実績額を基礎とし、令和２年度の国際経済学部新
設及び子ども学科定員増に伴う増加分を踏まえ、予算額を試算している。
　金額については見込みであり、各事業年度の運営費交付金については、
予算編成過程において決定される。
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　

　

第２期中期計画 第３期中期計画（案）
中期計画

２　収支計画

8,735

8,119

1,519

54

6,546

249

0

0

367

0

8,735

3,970

3,434

702

238

54

54

0

70

69

21

123

0

0

0

　　雑損

平成27年度～平成32年度収支計画

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

費用の部

　経常経費

　　業務費

　　　教育研究経費

　　　受託研究費等

　　　人件費

　　一般管理費

　　財務費用

　　雑益

　　減価償却費

　臨時損失

　

収入の部

　経常収益

　　運営費交付金収益

　　授業料収益

　　検定料収益

　　受託研究等収益

　　寄附金収益

　　財務収益

　　入学金収益

総利益

注3 　収支計画と予算及び資金計画との金額の違いは、減価償却に係るもので
ある。

　　資産見返運営費交付金等戻入

　　資産見返寄附金戻入

　　資産見返物品受増額戻入

　臨時利益

純利益

２　収支計画

9,997

9,098

1,727

25

7,346

487

0

0

412

0

9,997

3,780

4,678

909

304

25

46

0

79

151

資産見返補助金等戻入 1

7

17

0

0

0

純利益

総利益

注3 　収支計画と予算及び資金計画との金額の違いは、減価償却に係るもので
ある。

　　財務収益

　　雑益

　　資産見返運営費交付金等戻入

　　資産見返寄附金戻入

　　資産見返物品受贈額戻入

　臨時利益

　　寄附金収益

　　雑損

　　減価償却費

　臨時損失

　

収入の部

　経常収益

　　運営費交付金収益

　　授業料収益

　　入学金収益

　　検定料収益

　　受託研究等収益

　　財務費用

令和３年度～令和８年度収支計画

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

費用の部

　経常経費

　　業務費

　　　教育研究経費

　　　受託研究費等

　　　人件費

　　一般管理費
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　

　

第２期中期計画 第３期中期計画（案）
中期計画

8,963

8,080

691

192

0

8,963

8,963

4,411

4,374

108

70

0

0

0

資金収入

３　資金計画

平成27年度～平成32年度資金計画

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

資金支出

　業務活動による支出

　投資活動による支出

　財務活動による支出

　次期中期目標期間への繰越金

　

　財務活動による収入

　前期(中期目標期間からの）繰越金

　業務活動による収入

　　運営費交付金による収入

  　授業料及び入学金検定料による収入

　　受託研究等収入

　　その他の収入

　投資活動による収入

11,289

9,130

1,892

267

0

11,289

10,020

3,979

5,891

71

79

1,269

0

0

資金収入

３　資金計画

令和３年度～令和８年度資金計画

（単位：百万円）

区　　分 金　　額

資金支出

　業務活動による支出

　投資活動による支出

　財務活動による支出

　次期中期目標期間への繰越金

　

　財務活動による収入

　前期(中期目標期間からの）繰越金

注４　予算と資金計画の金額の違いは、投資活動による収入（施設整備補助金）
　　 1,269百万円の差である。

　業務活動による収入

　　運営費交付金による収入

  　授業料及び入学金検定料による収入

　　受託研究等収入

　　その他の収入

　投資活動による収入
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○ 新潟県立大学中期目標・中期計画新旧対照表

　

　

第２期中期計画 第３期中期計画（案）
中期計画

第７ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

　２億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として
借り入れることが想定される。

第８ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画

　なし

第９ 出資等に係る不要財産以外の重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

　なし

剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施
設設備の改善に充てる。

その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画　　　

　各事業年度の予算編成課程等において決定する。

２ 人事に関する計画　

大学の教育研究等の質の向上に関する目標や業務運営の改善及び効率化に関する目
標を達成するため定数管理等の計画を策定し、人材の養成や人件費の適正な管理を行
う。

３ 積立金の使途

　なし

４ その他法人の業務運営に関し必要な事項

　なし

第10

第11

第７ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

　２億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として
借り入れることが想定される。

第８ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画

　老朽化に伴い、建物（３号館）を解体する。（令和４年度解体工事完了予定）

第９ 出資等に係る不要財産以外の重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

　なし

剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施
設設備の改善に充てる。

その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画　　　

　各事業年度の予算編成過程等において決定する。

２ 人事に関する計画　

大学の教育研究等の質の向上に関する目標や業務運営の改善及び効率化に関する目
標を達成するため定数管理等の計画を策定し、人材の養成や人件費の適正な管理を行
う。

３ 積立金の使途

　なし

４ その他法人の業務運営に関し必要な事項

　なし

第10

第11
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